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第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、海老名市契約規則（平成15年規則第20号）第59条及び第60条に 

 規定する監督員及び検査員について、必要な事項を定める。 

第２章 監督員 

第１節 工事請負契約 

（監督員及び監督補助職員） 

第２条 市長は、工事の請負契約に係る監督員（以下この節において「監督員」とい

う。）を当該工事を担当する課等の長（以下「工事担当課長」という。）が所属職

員のうちから指名し、任命する。 

２ 市長は、前項の規定にかかわらず、市の職員以外の者に監督員の業務を委託する

ことができる。 

３ 工事担当課長は、必要に応じて所属職員のうちから監督補助職員を指名すること



ができる。 

４ 監督補助職員は、監督員を補佐し、監督員に事故あるとき又は監督員が欠けたと

きは、その業務を代行する。 

５ 工事担当課長は、市長が当該工事について監督員を２名以上定めたときは、その

分担の内容を定めなければならない。 

６ 工事担当課長は、監督員を定めたときは、工事の請負契約に係る相手方（以下こ

の節及び次章第１節において「契約者」という。）に通知しなければならない。こ

れらの者に変更があった場合も同様とする。 

７ 前項の規定にかかわらず、設計金額が130万円以下の工事においては、契約者への

通知を口頭によることができる。 

（監督員の責務） 

第３条 監督員は、工事の適正な施工を確保するため、契約書、設計書、仕様書、図

面、工程表その他の必要な書類（以下「設計図書等」という。）及び関係法令に基

づいて、必要な指揮監督及び指示並びに協議を行い、かつ、工事の進捗を図らなけ

ればならない。 

２ 監督員は、契約者その他利害関係人に対し、常に厳正な態度で臨むとともに、工

事現場周辺の住民との関係に留意し、紛争等が起こらないように契約者を指導しな

ければならない。 

３ 監督員は、工事の施工状況を監理し、工事担当課長に工事の進捗状況を報告しな

ければならない。 

（設計書等の送付） 

第４条 工事担当課長は、契約締結後、速やかに次に掲げる書類を工事の検査を担当

する課長（以下「検査担当課長」という。）に提出しなければならない。 

(１) 設計書 

(２) 仕様書 

(３) 図面 

(４) 工程表 



(５) その他検査担当課長が必要と認めるもの 

２ 工事担当課長は、前項に掲げる書類（この項において「設計書等」という。）に

変更が生じたときは、直ちに変更した設計書等を検査担当課長に提出しなければな

らない。 

（工程表の作成） 

第５条 監督員は、契約者と工事着手前に、施工方法及び緩急順序の打合せを行い、

工程表の作成を指導助言し、管理上遺漏のないようにしなければならない。 

（工事打合せ簿） 

第６条 監督員は、契約者に対し、指示、通知、承諾、協議等（以下「指示等」とい

う。）を行うときは、工事打合せ簿（第１号様式）により行わなければならない。

ただし、緊急を要する場合は、監督員が、契約者に対して口頭により指示等を行う

ことができる。 

２ 前項ただし書の場合において、監督員は、速やかに工事打合せ簿により契約者と

指示等の内容を確認するものとする。 

（工事材料の検査） 

第７条 監督員は、工事に使用する材料について、使用前に、その品質、数量等を検

査しなければならない。 

２ 前項の材料のうち調合又は試験を要するものは、監督員が当該調合又は当該試験

に立ち会い、その結果を記録しておかなければならない。 

３ 監督員は、軽易かつ僅少な材料については、事前に工事担当課長と協議し、前２

項の規定による検査及び立会いを省略することができる。 

（支給材料の取扱い） 

第８条 監督員は、契約者に工事材料を支給し、又は建設機械器具を貸与する場合は、

その都度受領書又は借用書を提出させ、その用途及び受払を明確にしておかなけれ

ばならない。 

（工事の立会確認） 

第９条 監督員は、次の各号のいずれかに該当する工事は、当該工事の施工に立ち会



わなければならない。 

(１) 材料の調合を要する工事 

(２) 水中又は地下に埋設する工事 

(３) 完成後、外面から確認することができない工事 

(４) 段階確認を行う必要がある工事 

(５) その他立会いが必要であると市長が認めた工事 

２ 監督員は、前項の規定による立会いについて、設計図書等に明示しなければなら

ない。 

３ 監督員は、第１項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により、工事の施工に

立ち会うことができないときは、契約者に対して、施工の適否を確認できる写真そ

の他の方法で記録しておくことを指示しなければならない。 

４ 監督員は、第１項各号に該当する工事において、契約者が同項の規定による監督

員の立会いがない場合（前項に規定する場合を除く。）で、施工の確認ができない

方法により施工したときは、工事担当課長の指示を受けなければならない。 

５ 監督員は、前項の規定による指示があったときは、工事目的物の一部を破壊し、

当該施行の確認をすることができる。 

６ 監督員は、第１項第４号に該当する工事にあっては、その都度段階確認報告書（第

２号様式）により検査担当課長に報告しなければならない。 

（工事の促進） 

第１０条 監督員は、契約者が提出する工程表と工事現場の進捗状況を常に照合しな

ければならない。この場合において、工事が遅延するおそれのあるときは、契約者

にその旨を通知し、その促進に努めるものとする。 

（設計等の変更） 

第１１条 監督員は、設計図書等の内容について変更を要するときは、その旨を工事

担当課長に報告し、その指示を受けなければならない。 

２ 監督員は、前項の指示があったときは、設計者その他利害関係人と協議の上、設

計の変更等を調整し、当該設計の変更等に必要な書類を工事担当課長に提出しなけ



ればならない。 

（報告事項） 

第１２条 監督員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を工事担当課長

に報告し、その指示を受けなければならない。 

(１) 契約者が正当な理由なく工事に着手しないとき。 

(２) 契約者が監督員の指示に従わないとき。 

(３) 設計図書等に明示されていない事項が生じたとき。 

(４) 現場代理人等が工事の施工又は管理について著しく不適当と認められ、その

交代が必要であるとき。 

(５) 工事が計画工程に対して１割以上又は２週間以上遅れ、工程表の変更を要す

るとき。 

(６) 工事が工期内に完成する見込みがないとき。 

(７) 契約の解除又は工事の中止を要するとき。 

(８) 天災地変その他の理由により、著しく工事の進捗が阻害されたとき。 

(９) その他市長が必要と認めたとき。 

（予備検査） 

第１３条 監督員は、契約者から工事完成届又は工事既成部分払申請書（次条におい

て「工事完成届等」という。）の提出を受けるときは、事前に工事担当課係長又は

これに相当する職にある者（以下これらを「工事担当課係長相当職」という。）の

予備検査を受け、工事完成検査又は出来高検査に必要な書類を工事担当課長に提出

しなければならない。 

（工事成績評定の実施と報告） 

第１４条 工事担当課係長相当職及び監督員は、契約者から工事完成届等の提出があ

ったときは、完成又は出来高を確認し、適当と認めたときは、別に定める要領に基

づく評定（以下「工事成績評定」という。）を行い、工事担当課長に報告しなけれ

ばならない。 

（願い、届出等） 



第１５条 監督員は、工事の施工に関し、契約者その他利害関係人から提出される一

切の願い、届出等については、事実、確認、原因等を調査し、必要な意見を付して、

回答しなければならない。 

第２節 委託業務契約 

（監督員及び監督補助職員） 

第１６条 市長は、委託業務の契約に係る監督員（以下この節において「監督員」と

いう。）を当該委託業務を担当する課等の長（以下「委託業務担当課長」という。）

が所属職員のうちから指名し、任命する。 

２ 委託業務担当課長は、市長が監督員を定めたときは、口頭又は書面により委託業

務の契約に係る相手方（次条及び次章第２節において「契約者」という。）に通知

しなければならない。 

３ 第２条第２項から第５項までの規定は、委託業務契約に係る監督員等について、

これを準用する。この場合において、「工事」とあるのは、「委託業務」と読み替

えるものとする。 

（監督員の責務） 

第１７条 監督員は、委託業務の適正な履行を確保するため、設計図書等及び関係法

令に基づいて、必要な指揮監督及び指示並びに協議を行い、かつ、委託業務の進捗

を図らなければならない。 

２ 監督員は、契約者その他利害関係人に対し、常に厳正な態度で臨むとともに、紛

争等が起こらないように契約者を指導しなければならない。 

３ 監督員は、委託業務の履行状況を監理確認し、委託業務担当課長に委託業務の進

捗状況を報告しなければならない。 

（準用） 

第１８条 第５条及び第10条から第12条までの規定は、委託業務の契約について準用

する。この場合において、「工事」とあるのは「委託業務」と、「施工」とあるの

は「履行」と、「工事現場」とあるのは「委託業務」と、「工期」とあるのは「履

行期間」と読み替えるものとする。 



第３節 物品供給・印刷請負契約 

（監督員及び監督補助職員） 

第１９条 市長は、物品供給、印刷請負及び物件の売渡し（以下「物品供給等」とい

う。）の契約に係る監督員（以下この節において「監督員」という。）を当該物件

供給等を担当する課等の長（以下「物品供給等担当課長」という。）が所属職員の

うちから指名し、任命する。第42条において準用する第33条の規定に基づく検査員

の配置により物品供給等の適正な履行が確保できると認める場合は、この限りでな

い。 

２ 第16条において準用する第２条第２項から第５項、第16条第２項の規定は、物品

供給・印刷請負契約に係る監督員等について、これを準用する。この場合において、

「工事」及び「委託業務」とあるのは「物品供給等」と読み替えるものとする。 

（監督員の責務） 

第２０条 第17条の規定は、物品供給・印刷請負契約における監督員の責務について、

これを準用する。この場合において、「委託業務」とあるのは「物品供給等」と読

み替えるものとする。 

（報告事項） 

第２１条 監督員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を物品供給等担

当課長に報告し、その指示を受けなければならない。 

(１) 契約者が正当な理由なく契約履行しないとき。 

(２) 契約者が監督員の指示に従わないとき。 

(３) 設計図書等に明示されていない事項が生じたとき。 

(４) 物品供給等が履行期間内に完了する見込みがないとき。 

(５) 契約の解除又は履行の中止を要するとき。 

(６) 天災地変その他の理由により、著しく契約の履行が阻害されたとき。 

(７) その他市長が認めたとき。 

第３章 検査員 

第１節 工事請負契約 



（検査員） 

第２２条 市長は、工事の請負契約に係る検査員（以下この節において「検査員」と

いう。）として、検査担当課職員及び工事担当課長を任命する。 

２ 市長は、前項の規定にかかわらず、市の職員以外の者に検査員の業務を委託する

ことができる。 

３ 検査担当課の所属する部の長は、必要に応じて所属職員のうちから検査補助職員

を指名することができる。 

４ 検査補助職員は、検査員を補佐し、検査員に事故あるときはその業務を代行する。 

５ 工事の検査は、当該工事担当課長が検査担当課長に検査の依頼をし、検査担当課

職員及び第２項に規定する者が行う。 

ただし、検査担当課長が指定した工事については、当該工事担当課長が検査を行

うことができる。 

（検査員の責務） 

第２３条 検査員は、検査の執行に当たり、設計図書等及び検査の実施に必要な書類

（以下「検査関係書類」という。）及び関係法令に基づいて、厳正な態度をもって

綿密かつ公正に行わなければならない。 

（検査の種類） 

第２４条 検査の種類は、出来高検査、完成検査、中間部分検査及び抜き打ち検査と

する。 

２ 出来高検査は、契約者から工事の既成部分に係る部分払の請求があったとき若し

くは既成部分を部分使用するとき又は工事等の中止、打切り等により契約を解除し、

既成部分の引渡しを受けるときに行う検査とする。 

３ 完成検査は、工事が完成したときに行う検査とする。この場合において、出来高

検査及び中間部分検査において検査した部分（部分引渡を受けたものは除く。）に

ついても必要に応じて検査することができるものとする。 

４ 中間部分検査とは、第９条第１項に規定する工事の施工に伴い、工事担当課長又

は検査担当課長が必要と認めたときに行う検査をいう。 



５ 抜き打ち検査とは、工事の施工中に施工体制、安全管理及び品質管理等の適正性

を確認する検査をいい、別に定める要領に基づいて行う。 

（検査依頼） 

第２５条 工事担当課長は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定め

るところにより、検査担当課長に検査の依頼をしなければならない。 

(１) 工事完成届を受理したとき 速やかに完成を確認し、工事完成検査依頼書に

より依頼する。 

(２) 工事既成部分払申請書を受理したとき 速やかに出来高を査定し、工事既成

部分検査依頼書により依頼する。 

(３) 中間部分検査の必要があると認めた工事の施工のとき 中間部分検査依頼

書により依頼する。 

（検査日の通知） 

第２６条 検査担当課長は、出来高検査、完成検査又は中間部分検査の依頼があった

ときは、速やかに検査の日時を決定し、検査日通知書により契約者に通知しなけれ

ばならない。 

（検査の立会い） 

第２７条 検査は、次に掲げる者が立ち会って行うものとする。ただし、やむを得な

い理由があると検査員が認めたときは、この限りでない。 

(１) 工事担当課長又は工事担当係長相当職 

(２) 監督員又は監督補助職員 

(３) 契約者、現場代理人又は主任（監理）技術者（以下この節において「契約者

等」という。） 

（検査の執行及び報告） 

第２８条 検査員は、検査関係書類に基づいて、現場の実地検査及び書類の検査を執

行しなければならない。 

２ 検査員は、出来高検査又は完成検査を行ったときは、工事既成部分検査調書又は

工事完成検査調書（以下「調書等」という。）を作成しなければならない。ただし、



契約金額が10万円未満の場合は、調書等の作成を省略することができる。 

３ 前項本文の場合において、検査員は当該検査が請負金額500万円以上であるときは、

工事成績評定を行い、検査担当課長に調書等を報告しなければならない。 

４ 検査員は、中間部分検査を行ったときは、その結果を工事担当課長に報告しなけ

ればならない。 

５ 検査員が、検査を実施するに当たり必要な技術基準及び工事の客観的評価を行う

工事成績評定の基準は、別に定める。 

（検査の中止) 

第２９条 検査員は、検査の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当するときは、

検査を中止することができる。 

(１) 契約者等が検査に立ち会わないとき。 

(２) 工事の施工状況が検査関係書類と著しく相違しているとき。 

(３) 工事の施工結果に重大な欠陥を発見したとき。 

(４) 検査に必要な書類が提出されないとき又は提示されないとき。 

(５) 契約者等が検査員の職務執行を妨害したとき。 

（手直しの指示等） 

第３０条 検査員は、検査の結果、手直しを要すると認めたときは、契約者に対し所

要の指示をしなければならない。 

２ 工事担当課長は、契約者が手直しを完了し、工事完成届を再度提出したときは、

当該手直し部分を確認し、検査担当課長に再検査の依頼をしなければならない。た

だし、検査員が再検査を要しないと認めた軽微な手直しについては、再検査の依頼

を省略するものとする。 

３ 検査員は、前項の依頼を受けたときは、再検査をしなければならない。 

（検査結果の通知） 

第３１条 検査担当課長は、検査の結果を工事担当課長及び契約者に通知しなければ

ならない。 

（実地調査） 



第３２条 検査担当課長は、工事の履行を確認する必要があると認めたときは、随時

実地調査をすることができる。 

第２節 委託業務契約 

（検査員） 

第３３条 市長は、委託業務の契約に係る検査員（以下この節において「検査員」と

いう。）を委託業務担当課長が所属する係長相当職以上の職員のうちから指名し、

任命する。 

２ 市長は、前項の規定にかかわらず、市の職員以外の者に検査員の業務を委託する

ことができる。 

３ 委託業務担当課長は、必要に応じて所属職員のうちから検査補助職員を指名する

ことができる。 

４ 検査補助職員は、検査員を補佐し、検査員に事故あるときはその業務を代行する。 

（検査員の責務） 

第３４条 検査員は、検査の執行に当たり、あらかじめ検査関係書類及び関係法令に

基づき、厳正な態度をもって綿密かつ公正に行わなければならない。 

（検査の種類） 

第３５条 検査の種類は、出来高検査及び完了検査とする。 

２ 出来高検査は、契約者から委託業務の既成部分に係る部分払の請求があったとき

又は委託業務の中止、打切り等により契約を解除し、既成部分の引渡しを受けると

きに行う検査とする。 

３ 完了検査は、委託業務が完了したときに行う検査とする。 

（検査日の通知） 

第３６条 検査員は、業務完了届又は業務既成部分払申請書の提出があったときは、

速やかに検査の日時を決定し、契約者に通知しなければならない。 

（検査の立会い） 

第３７条 検査は、次に掲げる者が立ち会って行うものとする。ただし、やむを得な

い理由があると検査員が認めたときは、この限りでない。 



(１) 監督員又は監督補助職員 

(２) 契約者、業務主任者又は管理技術者（以下この節において「契約者等」とい

う。） 

（検査の執行及び報告） 

第３８条 検査員は、検査関係書類に基づいて、現場の実地検査及び書類の検査を行

い、執行の確認をしなければならない。 

２ 検査員は、完了検査を行ったときは、完了検査調書を作成しなければならない。

ただし、契約金額が10万円未満の場合は、調書の作成を省略することができる。 

（検査の中止） 

第３９条 検査員は、検査の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当するときは検

査を中止することができる。 

(１) 契約者等が検査に立ち会わないとき。 

(２) 委託業務の履行状況が検査関係書類と著しく相違しているとき。 

(３) 委託業務の履行結果に重大な欠陥を発見したとき。 

(４) 検査に必要な書類が提出されないとき又は提示されないとき。 

(５) 契約者等が検査員の職務執行を妨害したとき。 

（手直しの指示等） 

第４０条 検査員は、検査の結果、手直しを要すると認めたときは、契約者に対し所

要の指示をしなければならない。 

２ 検査員は、契約者が手直しを完了し、業務完了届を再度提出したときは、当該手

直し事項を確認しなければならない。 

（検査事務の一部の省略） 

第４１条 検査員は、契約の内容を考慮し、この節に定める検査事務の一部を要しな

いと認めたときは省略することができる。 

第３節 物品供給・印刷請負契約 

（準用） 

第４２条 前節（第35条第２項及び第36条を除く。）の規定は、物品供給等について



準用する。この場合において「委託業務」とあるのは「物品供給等」と読み替える

ものとする。 

第４章 補則 

（補則） 

第４３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

    ≪平成15年４月１日・制定≫ 

    ≪平成18年４月１日・一部改正≫ 

    ≪平成22年10月１日・一部改正≫ 

    ≪平成23年11月１日・一部改正≫ 

    ≪平成26年３月19日・一部改正≫ 





第１号様式（第６条関係） 

します。

（注１）協議の証として本紙を2部作成し、押印の上、各々保管すること。

（注２)打合せ簿の記録について、監督員及び現場代理人等がもつ権限を超える内容がある場合には、双方代表者へ

（注２)報告するものとし、その内容に疑義等がある場合には、代表者名により書面にて提出すること。

（注２)なお、協議書等の提出のあった相手方は、その提出があった日から14日以内に書面にて回答すること。

　　　　年　　月　　日
□その他（　　　　　　）

（内容）

添付図：　　　　葉、その他添付図書：

請　負　者

係長 監督員 現場代理人 主任（監理）技術者補助監督員

工　事　担　当　課

発

議

事

項

記

載

欄

工 事 名 請 負 者

発 議 者 　　　　年　　月　　日

発 議 事 項 下記内容を □指示　□協議　□通知　□提出　□提示　□報告　□その他[　　　　　]

発 議

処

理
・
回

答

欄

□ 発 注 者 下記のとおり
□指示　□承諾　□通知　□受理　□協議

します。

下記のとおり
□了解　□提出　□報告　□届出

□ 請 負 者 します。

□　発注者 □　請負者

（内容）

添付図：　　　　葉、その他添付図書：

工 事 打 合 せ 簿 契約番号

発 議 番 号

　　　　年　　月　　日
□その他（　　　　　　）



下記のとおり、施工段階の予定時期を報告いたします。

下記種別について、段階確認を行う予定であるので通知します。

上記について、段階確認を実施し確認した。

第２号様式（第９条関係）

段 階 確 認 書

施 工 予 定 表
年 月 日

工事名：

請 負 業 者 名 ：

現 場 代 理 人 ： ㊞

種　別 細　別 確認時期項目 施工予定時期 記　　事

通　　知　　書
年 月 日

㊞

確認種別 確認細別 確認時期項目 確認時期予定日 確認実施日等

確　　認　　書
日

監 督 員 等 ： ㊞

担当係等の長：

年 月


